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個別指導を受けて
仙川整形外科

日下部　浩

保険医と診療報酬

私の個別指導の経験について、いつもな

がらの今更感のある話題とは承知の上、内

容についてさすがにこれはどうかと思うこ

とと、この問題に対して沈黙することはそ

れを黙認することと同じで、問題の改善を

目指すのならばこれを発信し続けることを

外してはいけないと考え、今回この一部を

報告することとした。

私の場合、開業は2018年10月で、新規

個別指導が2019年12月にあって、その再

指導としての個別指導がコロナ禍をはさん

で５年４カ月後の2025年４月18日に行わ

れた。場所は双方とも新宿スクエアタワー

11階にある関東信越厚生局東京事務所であ

る。今回は、東京保険医協会提携弁護士の

帯同もしている。

録音

当日録音することについて、新規個別指

導の時と同じく、今回もあらかじめ電話で

報告している。しかし始まってみると、冒

頭にこれを指導医療官に遮られる。理由は

スマートフォンの録音アプリの利用。外部

に録音が流出する可能性があるからとのこ

と。私は命令に従い、録音をしないことに

したが、その後もこの指導医療官は５分間

程度にわたり、威圧的な口調で執拗に責め

立て続けた。

新規個別指導の時はこの方法で何ら指摘

もなく、何の問題もなく録音できている。

何故今回は態度を変更して中止を命令され

たのか、外部への流出は媒体が何であって

も同様に可能であるにもかかわらず、この

ような不当な命令をされたのか、しかもこ

ちらが素直に従ったあとも執拗に何分間も

威圧的な口調で責め立てられなければなら

ないか、冒頭から、個別指導のあり方につ

いて問われなければならない有様である。

誤った指導内容

内容について、指導の誤りが２点あった。

ひとつは診療録に超音波検査画像の添付

がないとのこと。持って行った電子カルテ

印刷面に画像イメージがないから、とのこ
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とだった。こちらの釈明を聞いてもらえな

い傾向が強く、説明しようとすると遮られ

ることが多かった。「だまれ」「しゃべるな」

という言葉を受けたこともあった。

私の診療所では電子カルテを使ってい

て、超音波検査画像は撮像装置のハードデ

ィスクに記録された画像を手動でPACS（医
用画像管理システム）に転送、保存し、電

子カルテシステムと常時アクセス可能な状

態を維持し、電子カルテの画面上にある画

像アイコンをクリックする事により画像を

表示出来るようにして電子カルテシステム

と画像情報を連携させる方法を採ってい

る。電子カルテの業者に確認してみても、

この方法で間違いはなく、一般的な方法で

あるとの回答である。さらに、この画像添

付方法の正当性について、東京保険医協会

から厚生労働省保険局医療課に問い合わせ

ていただき、電磁的記録により保存した書

面を、診療録に貼付等された書面とみなし

て取り扱うことが可能との回答を得ている。

難病外来指導管理料

パーキンソン病（難病）が主病の患者の

診療で、薬剤処方をしていないことを理由

に主病に対する治療を行っていないものに

ついて算定しているとの指導。指導対象の

患者はパーキンソン病による運動、移動困

難があって、当院ではホーエンヤール分類

を評価して訪問看護指示書を作成してお

り、算定要件を満たしている。

まずは改善報告書の記載内容について東

京保険医協会に相談して、改善報告書に難

病は主病について算定すると記載、超音波

検査画像添付関連項目については記載せ

ず、返還同意書にも記載しないで提出した。

保険診療を行うためには、保険医療機関の指定

を受け、保険医の登録を行う必要があります。保

険診療は、健康保険法をはじめとする医療保険各

法、療養担当規則、診療報酬請求手続などに関す

るルールのもとで制度が成り立っています。

保険医に対する「指導」とは、これらの法律や

規則を遵守し、医療保険制度が円滑に運用される

よう、行政機関によって行われる行政指導のことを指します。

すべての保険医療機関は、指定を受けてから概ね１年以内に「新規個別指導」を受けます。

新規指導が終了した後も、患者や保険者等からの情報提供等により個別指導が行われること

があります。「指導」の結果、要件を満たしていない報酬請求については自主返還を求めら

れます。さらに保険診療のルールについて理解が不十分であるとされた場合には「再指導」

を受ける必要があります。不正請求が強く疑われる場合には監査に進みます。

「指導」は、あくまで「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周

知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う
3 3 3 3 3 3 3

」（指導大綱）行政指導であり、「不正又は

著しい不当が疑われる場合等において、的確に事実関係を把握し、公正かつ適切な措置を採

ることを主眼」（監査要綱）として行う「監査」とは異なるものです。

「個別
指導」

ってな
んです

か？
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その後、関東信越厚生局東京事務所から

改善報告の改善内容に未記載のものがあ

り、難病外来指導管理料などの事項が返還

同意書に記載されていないとのことで、再

度作成し同事務所に2025年９月19日まで

の提出を依頼する文書が送られてきた。

これに対して、もちろん東京保険医協会

で相談して、今度はこれら２点の指導の誤

りを指摘して、この部分については返還し

ないと明記した文書を添付し、改善報告書

では指導事項に指導内容を記載して、改善

事項の対応部分を空欄として「再度作成、

提出」させていただいた。

再度作成した書類は2025年９月17日に

レターパックライトで投函しているが、こ

の原稿を書いている2025年10月17日時点

で、厚生局から次の反応はまだない。

指導の間、指導医療官は複数回にわたっ

て「超音波検査を１年分自主返還すると相

当な額になる、あなた方の診療所の経営が

危ぶまれますな」と笑みを浮かべながら我々

を揶揄する発言を繰り返していた。診療所

をひとつひとつ潰していくことが、手柄に

でもなるのだろうか。同席している事務官

たちは、このような行き過ぎた状態をなん

とも思わない人種の様で、どんな酷い発言

が繰り返されても、例えそれが誤っていて

もそれを抑制しようとすらしない。個別指

導の目的に、診療所の数を減らすことが含

まれているように思えてならない。

この巨悪に対して、改善することへの焦

燥感、抵抗したくても無力感から沈黙して

しまうこと、脅しをかけてこうした風潮を

醸成すること自体が、厚生局側の目論見の

ひとつとも考えられ、それに対峙して抵抗

し続けること、そこで何が起きているのか、

情報を発信し問題点を共有し改善に向け協

調して努力し続けることが、我々現場の医

療従事者にとって、我が国の医療体制を守

り続ける重要な行動目標のひとつであると

考える。

個別指導への対応では、折に触れ東京保

険医協会で相談し、とても頼りになった。

私にとって東京保険医協会はなくてはなら

ない存在である。個別指導に臨む時、決し

てひとりで抱え込まないことを推奨する。

（くさかべ・ひろし＝調布市）

＊追記（2024/11/14）

原稿最終締切の2025年11月14日時点で

も、厚生局から次の反応はまだない。
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